
宅地建物取引業に係る申請等における
「ちば電子申請サービス」利用の手引き

令和７年４月１日版 千葉県 県土整備部 建設・不動産業課
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Ⅰ 電子納付の概要

（１）【電子申請】宅地建物取引業の免許申請（新規・更新）
https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=42146

（２）【紙申請】宅地建物取引業の免許申請（新規・更新）
https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=42160

（３）宅地建物取引士資格の登録申請
https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=42163

（４）宅地建物取引士資格の登録移転
https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=42164

令和７年４月１日時点で、「ちば電子申請サービス」を利用した電子納付に対応し
ている申請は以下のとおりです。
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Ⅰ 電子納付の概要（手続きの全体像）
申請者 県

宅地建物取引業免許等の申請書類を提出
（電子申請又は紙申請（一部郵送可））

ちば電子申請サービスにアクセスし、必要
事項を入力し電子納付の申請

受理メール
（電子納付についての案内）ちば電子申請サービスから電子納付

収納の確認、審査開始

収受
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Ⅱ「ちば電子申請サービス」での操作方法（操作の流れ）

１ 手続きの選択

２ 手続き内容の確認

３ メールアドレスの入力

４ 返信メールのURLへアクセス

５ 必須事項の入力

６ 申込完了及びメール受信

７ 申込を照会し指定の納付方法で支払い



Ⅱ「ちば電子申請サービス」での操作方法 （操作方法１/１０）

《手続一覧画面》から、申込を行う［手続き名］をクリックしてください。
本サービスへのログインを確認するために《利用者ログイン画面》が表示されます。
※「宅地建物取引業免許の申請」をする場合について説明していきます。

①「宅地建物取引業免許」と入力

②「絞り込みで検索する」をクリック

①

②
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URL
https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-
u/offer/offerList_initDisplay



③希望する手続きをクリック

③
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Ⅱ「ちば電子申請サービス」での操作方法 （操作方法２/１０）



④利用者登録せずに申し込む場合は、「利
用者登録せずに申し込む方はこちら」をク
リック。

⑤ちば電子申請サービスの利用者登録され
る方は、「利用者登録される方はこちら」
をクリック。

⑥既に利用者登録がお済の方は、「利用者
ID」、「パスワード」を入力してログイン。

※次頁からは「利用者登録せずに申し込
む」場合について説明していきます

④

⑥

⑤
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Ⅱ「ちば電子申請サービス」での操作方法 （操作方法３/１０）



⑦規約の内容を確認し、同意していただけ
る場合は「同意する」をクリック

⑦
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Ⅱ「ちば電子申請サービス」での操作方法 （操作方法４/１０）



⑧連絡先メールアドレスを記載

⑨「完了する」をクリック

⑧

⑨
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Ⅱ「ちば電子申請サービス」での操作方法 （操作方法５/１０）



⑩受信した【連絡先アドレス確認メール】の本
文に記載のURLをクリック
☞「申込画面」が表示されます。

⑩
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Ⅱ「ちば電子申請サービス」での操作方法 （操作方法６/１０）



宅地建物取引業の免許申請

免許番号 ※１

免許申請者商号又は名称

代理申請者名 ※２

住所・電話番号・メールアドレス

【免許申請を電子申請で行った場合】
国土交通省一貫処理システム(eMLIT)
上での文書番号

【免許申請を紙申請で行った場合】
受付番号

宅地建物取引士の資格登録申請

申請者名

代理申請者名 ※２

住所・電話番号・メールアドレス

申請方法

宅地建物取引士の資格登録移転申請

転入元都道府県

宅地建物取引士登録番号

申請者名

代理申請者名 ※２

住所・電話番号・メールアドレス

申請方法

※１ 更新事業者のみ記載
※２ 代理申請する場合のみ記載
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Ⅱ「ちば電子申請サービス」での操作方法 （操作方法７/１０）



⑪申請情報を記載し、「確認へすすむ」
ボタンをクリックします。

⑪

⑫内容を確認し、「申し込む」を
クリックします。⑫
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Ⅱ「ちば電子申請サービス」での操作方法 （操作方法８/１０）



⑬「整理番号」と「パスワード」が発行され、
手続きの申込が完了。
⑭審査が完了すると「受理通知メール」します。
当該メール本文に記載のURLをクリック。
※受理通知を送付するまでお支払いできません。

⑭

⑬
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Ⅱ「ちば電子申請サービス」での操作方法 （操作方法９/１０）



⑮認証のため、「整理番号」と「パスワード」を
入力

⑯照会するをクリックし、支払い方法を確認し、
速やかに手数料を電子納付

支払い方法は以下のいずれかを選択してください。
（１）pay-easy（ペイジー）

→システム上では「MPN連携」と表示
（２）クレジット、PayPay、d払い、auPAY

→システム上では、「Omni Payment 
Gateway」と表示

☞１週間以内に手数料が納付されない場合、
再度電子納付の申請を行う必要があります。

⑮

⑯
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Ⅱ「ちば電子申請サービス」での操作方法 （操作方法１０/１０）



Ⅲ 電子納付に係る注意事項（宅地建物取引業関係）
〇電子納付を希望する場合は、宅地建物取引業免許申請書の提出完了後、速やかに※１

電子納付の手続きを行ってください。
申請書類が県に到着後、県による審査を開始しますが、申請手数料が納付されるま

での間は、標準処理期間※２に含まれませんのでご注意ください。
なお、免許申請書を提出するまで電子納付ができませんのでご注意ください。

※１ １週間以内に手数料が納付されない場合、再度電子納付の申請を行う必要があ
ります。

※２ 宅地建物取引業免許の新規・更新申請に係る標準処理期間は６０日

〇宅建業免許更新申請の場合は、免許有効期限の90日前から30日前までの間に申請を
行ってください。

なお、更新期限が30日未満の更新業者については、紙申請（郵送不可）のみの対応
とするので、申請時に必要な書類のほか、遅れた理由や改善の意思を記載した始末書
（任意様式・実印を押印）を揃え、窓口まで申請書類を持参してください。
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Ⅲ 電子納付に係る注意事項（宅地建物取引士関係）
〇宅地建物取引士の資格登録に係る申請完了後、速やかに※１電子納付の手続きを行っ
てください。

申請書類が県に到着後、県による審査を開始しますが、申請手数料が納付されるま
での間は、標準処理期間※２に含まれませんのでご注意ください。

なお、登録申請書を提出するまで電子納付ができませんのでご注意ください。

※１ １週間以内に手数料が納付されない場合、再度電子納付の申請を行う必要があ
ります。

※２ 宅地建物取引士資格登録に係る標準処理期間は３５日

〇宅地建物取引士の資格登録を他県から千葉県へ移転する場合は、申請書を登録のあ
る（＝移転元）の都道府県へ提出し、電子納付の申込を千葉県に行ってください。
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Ⅳ 問い合わせ先

【「ちば電子申請サービス」の操作方法についてのお問い合わせ】
（固定電話）0120-464-119（フリーダイヤル）
（携帯電話）0570-041-001（有料）

※電話による問い合わせは、平日9時～17時
（土日祝日及び12月29日～1月3日を除く）

（FAX）06-6455-3268
（E-mail）help-sinsei-chiba@apply.e-tumo.jp

【申請内容についてのお問い合わせ】
担当：建設・不動産業課不動産業班

（電話番号）043-223-3238
※電話による問い合わせは、平日9時～12時 13時～17時15分
（土日祝日及び12月29日～1月3日を除く）
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